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一号・三号議員変更の
お知らせ

諏訪商工会議所のメール
マガジンを配信します。
ご登録をお願いします。

　三号議員の 1名欠員により、一号

議員藤森秀則さん（藤森土木建設

㈱）が三号議員に

就任し、一号議員

に藤森聡一さん

（㈱諏訪ねじ）が新

たに就任しました

のでお知らせしま

す。

（平成23年4月13日現在）

1.95％
2.25％

○日本政策金融公庫　
　マル経資金
　 普 通 貸 付
　

○セーフティネット貸付
特別利率・・・1.75％～

ご相談は当所まで

諏訪商工会議所 
平成23年度会費納入のお願い

平成23年度 諏訪間税会 講演会 
「警察犬と共に23年、苦労あれこれ！！」

諏訪市地区内の商工業の状況を的確に把握し、商工業の総合的な改善発達を図るため 
商工業者法定台帳の調査及び作成にご協力ください

長野県では障害者の職場実習受入企業を募集しています

会員の皆様へ

　会員事業所の皆様におかれましては、ますますご清栄の

こととお喜び申し上げます。平素は当所事業活動に格別の

ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　平成 23 年度会費につきまして下記の日程で請求いたし

ます。何卒ご理解、ご協力をお願いします。

＜銀行振込・窓口でのお支払いの皆様＞

・ご請求の時期 平成 23 年 5 月 20 日（金）

・納入締切日  平成 23 年 6 月 30 日（木）

＜口座自動振替をご利用の皆様＞

・口座自動振替日 平成 23 年 5 月 20 日（金）

＊「口座振替のお知らせ」をお届け（郵送）致します。何卒よ

ろしくお願い致します。

【お問合せ先】 諏訪商工会議所・総務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

 TEL0266-52-2155

　消費税などの間接税の適正な申告納税に取り組む諏訪間

税会諏訪支部主催の講演会についてご案内します。

日　時：2011 年 5 月 26 日 ( 木 ) 15:30 ～ 17:00

場　所：RAKO 華乃井ホテル（諏訪市高島 2-1200-3）

演　題 :警察犬と共に 23 年苦労のあれこれ !!

講　師：関森春美さん（有限会社関森電設　代表取締役）

第一部：警察犬実地訓練見学 15:30 ～ 16: 00

第二部： 講演 16:10 ～ 17:00 

講師略歴：

・長野県嘱託警察犬運営委員会諏訪支部長

・平成 23 年までに数十回の表彰を受ける。

長野県保安委員会表彰、長野県警察本部長

表彰、諏訪・岡谷・茅野地区警察署長表彰他。

藤森聡一さん

suwanews@suwacci.or.jp

登録方法

携帯電話も
登録できます

　諏訪商工会議所ではタイムリー

な経営に役立つ情報を発信しよう

と、メルマガを配信しています。会

員の皆様におかれましては、是非ご

登録ください。

こちらのアドレスに空メー
ルを送信して下さい。

　標記の件につきまして平成 23 年 5 月末日までに商

工業者法定台帳調査表及び同意書の書類を送付させて

いただきますので本調査へのご協力よろしくお願い致

します。 

　商工会議所は商工会議所法第 10 条（以下「法」とい

う）の定めに従い、地区内の特定商工業者（商工会議所

の会員・非会員にかかわらず、法によって該当する商

工業者の全て）について政令で定める事項を登録した

商工業者法定台帳（以下「法定台帳」という）を作成して

います。

　これは、地区内の商工業の状況を的確に把握し、商工

業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉

の増進に資する役割を担う地域経済団体である商工会

議所の事業として定められたものです。

　作成した法定台帳は、地区内商工業の基礎資料とし

て、商工会議所の地域及び産業振興事業、行政の企画す

る商工業振興施策及び商取引の斡旋等幅広く運用して

おります。 

　法定台帳の調査及び作成にあたっては、調査権の行

使、特定商工業者の届出義務等ございますが、まずもっ

て、地域経済の発展を願う地区内事業所様のご理解と

ご協力をお願いするところでございます。

　当地区においては必要最小限の経費について、一律

にて負担金（年額、1,000 円）を地区内の特定商工業者

の過半数の同意に基づき、該当する事業者様にご負担

いただいております。同意確認は書面により３年間に

ついて一括して同意確認を行っており、当所では、法定

台帳作成及び管理につきまして監督官庁（経済産業大

臣及び長野県知事）の指導の下、諏訪商工会議所の定款

及び諸規程に基づき運用しております。

　法定台帳の作成にあたり、法定台帳調査及び負担金

賦課についての同意にご協力くださいますようお願い

申し上げます。

「障害者の雇用を考えているけれど、いきなり雇用するには不安だなあ」

～そんな悩みをお抱えの事業主の皆様にお知らせです～

企業と障害者の双方が納得のいく雇用に結びつけるために

「障害者民間活用委託訓練事業」という制度があります! 

　この事業は平成16年度から始まった国の委託事業で、障害者の就職・就業を促進するために、多様な職業訓練を

企業、社会福祉法人、NPO法人等に技術専門校の訓練生として委託して実施するものです。

委託して実施する職業訓練とは?

　企業等を委託先として、委託先企業の職場にて障害者の実践的な職業能力の開発・向上を目的として実施する訓

練です。期間は原則1～3ヶ月間、委託先企業には必要経費として委託料をお支払いします。

　また、長野県伊那技術専門校は、訓練実施に際し委託先企業に対して、障害者支媛センターと連携し、万全のサ

ポートを行います。

詳しくは、長野県伊那技術専門校のHP(障害者向訓練ページ)http://www.inagisen.ac.jp/をご覧ください。

【お問合せ先】諏訪商工会議所・総務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟTEL0266-52-2155

【お問合せ先】 諏訪間税会事務局 TEL0266-57-2631

長野県伊那技術専門校よりお知らせ


